
一

●食品、清涼飲料、 ●ガラスびん、

酒類、石けん、塗料、医薬品、

化粧品などの製造事業者

一

PETポトル、紙箱、

袋などの製造事業者

製造業等

商業、サ ー ビス業

ー ガラスびん）

●容器の輸入、

容器や包装が付いた商品の輸入、

輸入後に容器や包装を

付ける場合、など

学校法人、宗教法人、

テイクアウトができる

飲食店など

売上高 2億4,000万円超または 従業員21人以上

売上高 7,000万円超または 従業員 6人以上

PETボトル） 紙 ） 、プラスチック
）

[[リサイクル（再商品化）の義務］を負う可能性があります］

｀
裏面の

【お申し込み方法・お問合わせ先】
をご覧ください






